
・重度訪問介護の利用が必要な方が新型コロナウイル
スに感染し、入院が必要な場合、
都立病院や高齢者等医療支援型施設(赤羽)など、重度
訪問介護事業者の受入が可能な病院等を調整します。

➢患者の状況、入院先の意向、入院中の重度訪問介護
の利用に関する意向等を確認いただき、都入院調整
本部に調整依頼のご連絡をお願いします。

※入院中の重度訪問介護の提供にあたっては、介護事業者と医療機関で具体的な支
援内容などの調整が必要となるため、各保健所において、介護事業者と医療機関
のつなぎ等必要な連絡調整をお願いします

重度訪問介護の利用が必要なコロナ患者の入院調整について

令和４年11月 保健所向け説明資料（東京都福祉保健局作成）


